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１文化財保護法

（第33条、第125条、第127条、第184条第１

項第２号　抜粋）

２文化財保護法施行令（第５条第４項　抜粋）

３�特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記

念物の現状変更等の許可申請等に関する規則

４�文化財保護法施行令第５条第４項第１号イか

らルまで並びに第６条第２項第１号イ及びロ

に掲げる史跡名勝天然記念物の現状変更等の

許可の事務の処理基準

５建築基準法

（第６条、第43条、第48条第14項、別表第２（か）

項　抜粋）

６都市計画法（第29条第１項　抜粋）

７消防水利の基準

　（第３条、第４条、第６条、第７条　抜粋）

８景観法（第16条、第17条　抜粋）

９北上市景観条例　（第７条～第15条　抜粋）

10北上市景観規則　（第４条、第５条　抜粋）

11岩手県屋外広告物条例

（第２条、第６条第１項・第２項（１）ア・第

３項、第７条第１項（１）～（３）・第２項（５）、

第８条～第10条、第13条の３・４　抜粋）

12農業振興地域の整備に関する法律

（第13条第２項、第15条の２第１項第１号、

第16条　抜粋）

13農地法　（第４条、第５条　抜粋）

14森林法　（第10条の２　抜粋）

15土壌汚染対策法　（第４条　抜粋）

16電気事業法　（第39条　抜粋）

17電気設備に関する技術基準を定める省令

　（第29条　抜粋）

18道路法　（第42条　抜粋）

19�国指定史跡八天遺跡保存活用計画等策定委員

会要綱

目次

附編　関係法令等
文化財保護法（抜粋）

制定年月日：昭和25年５月30日

番号：法律第214号

最終改正年月日：令和３年４月23日（法律第

22号）

第三章　有形文化財

第一節　重要文化財

第二款　管理

（滅失、き損等）

第三十三条　重要文化財の全部又は一部が滅失

し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若し

くは盗み取られたときは、所有者（管理責任者

又は管理団体がある場合は、その者）は、文部

科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、

その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官

に届け出なければならない。

第七章　史跡名勝天然記念物

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）

第百二十五条　史跡名勝天然記念物に関しその

現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行

為をしようとするときは、文化庁長官の許可を

受けなければならない。ただし、現状変更につ

いては維持の措置又は非常災害のために必要な

応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為

については影響の軽微である場合は、この限り

でない。

２　前項ただし書に規定する維持の措置の範囲

は、文部科学省令で定める。

３　第一項の規定による許可を与える場合には、

第四十三条第三項の規定を、第一項の規定によ

る許可を受けた者には、同条第四項の規定を準

用する。

４　第一項の規定による処分には、第百十一条

第一項の規定を準用する。

５　第一項の許可を受けることができなかった

ことにより、又は第三項で準用する第四十三条

第三項の許可の条件を付せられたことによって

損失を受けた者に対しては、国は、その通常生

ずべき損失を補償する。

６　前項の場合には、第四十一条第二項から第

四項までの規定を準用する。

７　第一項の規定による許可を受けず、又は第

三項で準用する第四十三条第三項の規定による

許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物

の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす

行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状
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回復を命ずることができる。この場合には、文

化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をする

ことができる。

（復旧の届出等）

第百二十七条　史跡名勝天然記念物を復旧しよ

うとするときは、管理団体又は所有者は、復旧

に着手しようとする日の三十日前までに、文部

科学省令の定めるところにより、文化庁長官に

その旨を届け出なければならない。ただし、第

百二十五条第一項の規定により許可を受けなけ

ればならない場合その他文部科学省令の定める

場合は、この限りでない。

２　史跡名勝天然記念物の保護上必要があると

認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係

る史跡名勝天然記念物の復旧に関し技術的な指

導と助言を与えることができる。

第十二章　補則

第三節　地方公共団体及び教育委員会

（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務）

第百八十四条　次に掲げる文化庁長官の権限に

属する事務の全部又は一部は、政令で定めると

ころにより、都道府県又は市の教育委員会が行

うこととすることができる。

二　第四十三条又は第百二十五条の規定による

現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及

びその取消し並びにその停止命令（重大な現状

変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可

及びその取消しを除く。）

文化財保護法施行令（抜粋）

制定年月日：昭和50年９月９日

番号：政令第267号

最終改正年月日：平成31年１月30日（政令第

18号）

（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務）

第五条　４　次に掲げる文化庁長官の権限に属

する事務は、都道府県の教育委員会（第一号イ

からリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区

域（法第百十五条第一項に規定する管理団体（以

下この条及び次条第二項第一号イにおいて単に

「管理団体」という。）が都道府県である史跡名

勝天然記念物の管理のための計画（以下この条

並びに次条第二項第一号イ及びハにおいて「管

理計画」という。）を当該都道府県の教育委員会

が定めている区域を除く。以下この項において

「市の特定区域」という。）内において行われる

場合、第一号ヌに掲げる現状変更等を行う動物

園又は水族館が市の特定区域内に存する場合並

びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域

内に存する場合にあっては、当該市の教育委員

会（当該市が特定地方公共団体である場合にあっ

ては、当該市の長。以下この条において同じ。））

が行うこととする。

一　次に掲げる現状変更等（イからチまでに掲

げるものにあっては、史跡名勝天然記念物の指

定に係る地域内において行われるものに限る。）

に係る第百二十五条第一項並びに同条第三項に

おいて準用する第四十三条第三項及び第四項の

規定による許可及びその取消し並びに停止命令

イ　小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地

階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、

建築面積（増築又は改築にあっては、増築又は

改築後の建築面積）が百二十平方メートル以下

のものをいう。ロにおいて同じ。）で二年以内の

期間を限って設置されるものの新築、増築又は

改築

ロ　小規模建築物の新築、増築又は改築（増築

又は改築にあっては、建築の日から五十年を経

過していない小規模建築物に係るものに限る。）

であって、指定に係る地域の面積が百五十ヘク

タール以上である史跡名勝天然記念物に係る都

市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第

一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域又は田園住居地域におけるも

の

ハ　工作物（建築物を除く。以下このハにおい

て同じ。）の設置若しくは改修（改修にあっては、

設置の日から五十年を経過していない工作物に

係るものに限る。）又は道路の舗装若しくは修繕

（それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の

形状の変更を伴わないものに限る。）

ニ　法第百十五条第一項（法第百二十条及び第

百七十二条第五項において準用する場合を含

む。）に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必

要な施設の設置又は改修

ホ　電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その

他これらに類する工作物の設置又は改修

へ　建築物等の除却（建築又は設置の日から

五十年を経過していない建築物等に係るものに

限る。）

ト　木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に

係る木竹については、危険防止のため必要な伐
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採に限る。）

チ　史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試

験材料の採取

リ　天然記念物に指定された動物の個体の保護

若しくは生息状況の調査又は当該動物による人

の生命若しくは身体に対する危害の防止のため

必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該

捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又

は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取

ヌ　天然記念物に指定された動物の動物園又は

水族館相互間における譲受け又は借受け

ル　天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に

作られたもの（現に繁殖のために使用されてい

るものを除く。）の除却

ヲ　イからルまでに掲げるもののほか、史跡名

勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域

（当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県

の教育委員会（当該管理計画が市の区域（管理

団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物

の指定に係る地域内の区域に限る。）又は町村の

区域（次条第七項に規定する特定認定市町村で

ある町村であって同条第二項に規定する事務を

行うこととされたものにあっては、管理団体が

当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定

に係る地域内の区域に限る。）を対象とする場合

に限る。）又は市の教育委員会（当該管理計画が

市の特定区域を対象とする場合に限る。）が定め

ている区域のうち当該都道府県又は市の教育委

員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、

頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定

する区域をいう。）における現状変更等

二　法第百三十条（法第百七十二条第五項にお

いて準用する場合を含む。）及び第百三十一条の

規定による調査及び調査のため必要な措置の施

行（前号イからヲまでに掲げる現状変更等に係

る法第百二十五条第一項の規定による許可の申

請に係るものに限る。）

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念

物の現状変更等の許可申請等に関する規則

制定年月日：昭和26年７月13日

番号：文化財保護委員会規則第10号

最終改正年月日：平成27年12月21日（文部科

学省令第36号）

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）

第八十条の規定を実施するため、同法第十五条

第一項の規定に基き、特別史跡名勝天然記念物

又は史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請規

則を次のように定める。

（許可の申請）

第一条　文化財保護法（昭和二十五年法律第

二百十四号。以下「法」という。）第百二十五

条第一項の規定による許可を受けようとする者

（以下「許可申請者」という。）は、次に掲げる

事項を記載した許可申請書を文化庁長官（法第

百八十四条第一項第二号及び文化財保護法施行

令（昭和五十年政令第二百六十七号。以下「令」

という。）第五条第四項第一号の規定により当該

許可を都道府県又は市の教育委員会が行う場合

には、当該都道府県又は市の教育委員会）に提

出しなければならない。

一　史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）、名勝（特

別名勝を含む。以下同じ。）又は天然記念物（特

別天然記念物を含む。以下同じ。）の別及び名称

二　指定年月日

三　史跡、名勝又は天然記念物の所在地

四　所有者の氏名又は名称及び住所

五　権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住

所

六　管理団体がある場合は、その名称及び事務

所の所在地

七　管理責任者がある場合は、その氏名及び住

所

八　許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代

表者の氏名並びに事務所の所在地

九　史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は

保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変更等」

という。）を必要とする理由

十　現状変更等の内容及び実施の方法

十一　現状変更等により生ずる物件の滅失若し

くはき損又は景観の変化その他現状変更等が史

跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する

事項

十二　現状変更等の着手及び終了の予定時期

十三　現状変更等に係る地域の地番

十四　現状変更等に係る工事その他の行為の施

行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名

並びに事務所の所在地

十五　その他参考となるべき事項

２　埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内

容とする現状変更等の場合における許可申請書

には、前項各号に掲げる事項の外、左に掲げる
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事項を記載するものとする。

一　発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴

二　出土品の処置に関する希望

（許可申請書の添附書類等）

第二条　前条の許可申請書には、左に掲げる書

類、図面及び写真を添えなければならない。

一　現状変更等の設計仕様書及び設計図

二　現状変更等に係る地域及びこれに関連する

地域の地番及び地ぼヽうヽを表示した実測図

三　現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真

四　現状変更等を必要とする理由を証するに足

りる資料があるときは、その資料

五　許可申請者が所有者以外の者であるときは、

所有者の承諾書

六　許可申請者が権原に基く占有者以外の者で

あるときは、その占有者の承諾書

七　管理団体がある場合において、許可申請者

が管理団体以外の者であるときは、管理団体の

意見書

八　管理責任者がある場合において、許可申請

者が管理責任者以外の者であるときは、管理責

任者の意見書

九　前条第二項の場合において、許可申請者が

発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者

の発掘担当承諾書

２　前項第二号の実測図及び同項第三号の写真

には、現状変更等をしようとする箇所を表示し

なければならない。

（終了の報告）

第三条　法第百二十五条第一項の規定による許

可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を

終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官

（法第百八十四条第一項第二号及び令第五条第四

項第一号の規定により当該許可を都道府県又は

市の教育委員会が行つた場合には、当該都道府

県又は市の教育委員会）に報告するものとする。

２　前項の終了の報告には、その結果を示す写

真又は見取図を添えるものとする。

（維持の措置の範囲）

第四条　法第百二十五条第一項ただし書の規定

により現状変更について許可を受けることを要

しない場合は、次の各号のいずれかに該当する

場合とする。

一　史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は

衰亡している場合において、その価値に影響を

及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物

をその指定当時の原状（指定後において現状変

更等の許可を受けたものについては、当該現状

変更等の後の原状）に復するとき。

二　史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は

衰亡している場合において、当該き損又は衰亡

の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

三　史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、

又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに

不可能である場合において、当該部分を除去す

るとき。

（国の機関による現状変更等）

第五条　各省各庁の長その他の国の機関が、史

跡、名勝又は天然記念物の現状変更等について、

法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定

による同意を求めようとする場合には第一条及

び第二条の規定を、法第百六十八条第一項第一

号又は第二項の規定による同意を受けた場合に

は第三条の規定を準用する。

２　法第百六十八条第三項で準用する法第

百二十五条第一項ただし書の規定により現状変

更について同意を求めることを要しない場合は、

前条各号に掲げる場合とする。

（管理計画）

第六条　令第五条第四項の管理計画には、次に

掲げる事項を記載するものとする。

一　史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

二　指定年月日

三　史跡、名勝又は天然記念物の所在地

四　管理計画を定めた教育委員会

五　史跡、名勝又は天然記念物の管理の状況

六　史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する

基本方針

七　史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等の

許可の基準及びその適用区域

八　その他参考となるべき事項

２　管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物

の許可の基準の適用区域を示す図面を添えるも

のとする。

（市の区域に係る事務の処理の開始の公示）

第七条　令第五条第七項の規定による公示は、

次に掲げる事項について行うものとする。

一　令第五条第四項各号に掲げる事務のうち市

の区域に係るものの処理を開始する旨

二　令第五条第四項各号に掲げる事務のうち市

の区域に係るものの処理を開始する日
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文化財保護法施行令第５条第４項第１号イから

ルまで並びに第６条第２項第１号イ及びロに掲

げる史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の

事務の処理基準

制定年月日：平成12年４月28日

番号：庁保記第226号

最終改正年月日：平成31年３月29日（文庁第

1293号）

地方自治法（昭和22�年法律第67号）第245条

の９第１項及び第３項の規定に基づき、文化財

保護法施行令（昭和50年政令第267号。以下「令」

という。）第５条第４項第１号イからルまで並び

に令第６条第２項第１号イ及びロに掲げる史跡

名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及

ぼす行為（以下「現状変更等」という。）の許可

の事務を都道府県若しくは市（特別区を含む。

以下同じ。）の教育委員会（当該都道府県又は市

が文化財保護法（昭和25年法律第214�号。以下

「法」という。）第53条の８第１項に規定する特

定地方公共団体（以下単に「特定地方公共団体」

という。）である場合にあっては、当該都道府県

の知事又は当該市の長。以下同じ。）又は認定市

町村（法第183条の３第５項の認定を受けた市

町村をいう。以下同じ。）である町村の教育委員

会（当該町村が特定地方公共団体である場合に

あっては、当該町村の長。以下同じ。）が処理す

るに当たりよるべき基準を次のとおり定める。

Ⅰ 共通事項

（１）　�現状変更等が「市」又は「認定市町村で

ある町村」と当該市又は認定市町村である町村

以外の「市町村」とにまたがって行われる場合

には、現状変更等の許可申請は、許可の権限を

有するそれぞれの都道府県若しくは市の教育委

員会又は認定市町村である町村の教育委員会が

受理し、許可の事務を行う。この場合には、関

係教育委員会相互間において、必要に応じ、適

宜連絡調整を行うものとする。なお、管理団体

が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理の

ための計画を当該都道府県の教育委員会が定め

ている区域においては、「市」又は「認定市町村

である町村」と当該市又は認定市町村である町

村以外の「市町村」とにまたがって現状変更等

が行われる場合であっても、当該現状変更等の

許可申請は、許可の権限を有する都道府県の教

育委員会が受理し、許可の事務を行う。

（２）　�次の場合には、当該現状変更等を許可す

ることができない。

①�史跡名勝天然記念物の適切な保存活用等のた

めに策定された「保存活用計画（保存管理計画）」

に定められた保存（保存管理）の基準に反する

場合

②�史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡が

著しいものとなるおそれがある場合

③�史跡名勝天然記念物の価値を著しく減じるお

それがある場合

④�地域を定めて指定した天然記念物に関し、指

定対象である動植物の生息環境又は生態系全体

に対して著しい影響を与えるおそれがある場合

（３）　�都道府県若しくは市の教育委員会又は認

定市町村である町村の教育委員会に対する現状

変更等の許可申請の審査のため、地方公共団体

等が事前に発掘調査を行う場合は、当該発掘調

査の実施につき法第125条第１項の規定による

文化庁長官の許可を要する。

（４）　都道府県若しくは市の教育委員会又は認

定市町村である町村の教育委員会が現状変更等

の許可をするに当たっては、法第125条第３項

において準用する法第43条第３項の規定によ

り、許可の条件として次の例のような指示をす

ることができる。なお、当該許可の条件として

指示した発掘調査の実施については、改めて現

状変更等の許可を要しない。

①�当該現状変更等の事前に発掘調査を行うこ

と。

②�当該現状変更等に際し、関係教育委員会の職

員の立会いを求めること。

③�重要な遺構などが発見された場合は、設計変

更等により、その保存を図ること。

④�当該現状変更等の実施に当たっては、関係教

育委員会の指示を受けること。

⑤�当該現状変更等の許可申請書又は添附した書

類、図面若しくは写真の記載事項又は表示事項

のうち、現状変更等の内容及び実施の方法の変

更、許可申請者の変更などの実質的な変更につ

いては、改めて現状変更等の許可を申請するこ

と。ただし、許可申請者の住所や事務所の所在

地の変更など実質的な変更ではないものについ

ては、その旨を報告すること。

⑥�当該現状変更等を終了したときは、遅滞なく

その旨を報告すること。
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Ⅱ 個別事項

１ 令第５条第４項第１号イ関係

（１）　�「建築面積」とは、建築基準法施行令（昭

和25年政令第338号）第２条第１項第２号に定

める建築面積をいう。

（２）�次の場合は、本号による許可の事務の範囲

には含まれない。

①�新築については、小規模建築物の設置期間の

更新があらかじめ予想される場合

②�増築又は改築については、増築又は改築部分

の設置期間が本体である建築物の新築を完了し

た日から２年を超える場合

③�新築、増築又は改築については、当該新築等

に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形

状の変更が、当該新築等に必要な最小限度のや

むを得ない規模を超える場合

（３）新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴

う場合には、当該木竹の伐採について、別途、

法第125条第１項の規定による文化庁長官の許

可又は令第５条第４項第１号トによる都道府県

又は市の教育委員会の許可を要する（法第125

条第１項ただし書の維持の措置である場合を除

く。）。

（４）�新築、増築又は改築の際に除却を伴う場合

には、「新築及び除却」、「増築及び除却」又は「改

築及び除却」として許可の申請をさせ、除却と

併せて許可をするものとする。

２ 令第５条第４項第１号ロ関係

（１）新築、増築又は改築に伴う土地の掘削、盛土、

切土その他土地の形状の変更が、新築等に必要

な最小限度のやむを得ない規模を超える場合に

は、本号による許可の事務の範囲に含まれない。

（２）�新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴

う場合には、当該木竹の伐採について、別途、

法第125条第１項の規定による文化庁長官の許

可又は令第５条第４項第１号トによる都道府県

又は市の教育委員会の許可を要する（法第125

条第１項ただし書の維持の措置である場合を除

く。）。

３ 令第５条第４項第１号ハ関係

（１）�「工作物」には、次のものを含む。

①�小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀

②�既設の道路に設置される電柱、道路標識、信

号機又はガードレール

③�小規模な観測・測定機器

④�木道

（２）�「道路」には、道路法（昭和27年法律第180号）

第３条各号に掲げる道路（ただし、道路と一体

となってその効用を全うする施設及び道路の附

属物で当該道路に附属して設けられているもの

を除く。）のほか、農道、林道、漁港関連道を含む。

（３）�「道路の舗装」とは、既設の未舗装の道路

の舗装をいう。

（４）�「道路の修繕」とは、既設の舗装又は未舗

装の道路の破損、劣化等に対応して行われる部

分的な修復その他これに類する工事をいう。

（５）�道路についての「土地の形状の変更」には、

道路の幅員の拡幅、路床の削平、側溝の設置及

び道路の構造の変更に伴うものを含む。

（６）�工作物の設置又は改修の際に木竹の伐採を

伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、

法第125条第１項の規定による文化庁長官の許

可又は令第５条第４項第１号トによる都道府県

又は市の教育委員会の許可を要する（法第125�

条第１項ただし書の維持の措置である場合を除

く。）。

４ 令第５条第４項第１号ニ関係

（１）�「史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設」

とは、法第115条第１項の標識、説明版、境界標、

囲さくその他の施設をいう。

（２）�設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切

土その他土地の形状の変更が、設置等に必要な

最小限度のやむを得ない規模を超える場合には、

本号による許可の事務の範囲に含まれない。

（３）�標識、説明版、標柱、注意札、境界標又は

囲さくその他の施設であって、史跡名勝天然記

念物標識等設置基準規則（昭和29年文化財保護

委員会規則第７号）に定める基準に合致しない

ものについては、その設置又は改修の許可をす

ることができない。

５ 令第５条第４項第１号ホ関係

（１）�「電線」には、配電管内の電線及び電話線

等の通信線を含む。

（２）�「その他これらに類する工作物」には、側溝、

街渠、集水ます及び電線共同溝を含む。

（３）�設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切

土その他土地の形状の変更が、設置又は改修に

必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場

合には、本号による許可の事務の範囲に含まれ

ない。

６ 令第５条第４項第１号ヘ関係

（１）�除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その他
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土地の形状の変更が、除却に必要な最小限度の

やむを得ない規模を超える場合には、本号によ

る許可の事務の範囲に含まれない。

（２）�除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当

該木竹の伐採について、別途、法第125条第１

項の規定による文化庁長官の許可又は令第５条

第４項第１号トによる都道府県又は市の教育委

員会の許可を要する（法第125条第１項ただし

書の維持の措置である場合を除く。）。

７ 令第５条第４項第１号ト関係

（１）�「木竹の伐採」とは、幹を切ること及び枝

を切断して除去することをいう。

（２）�「危険防止のため必要な伐採」とは、倒木

や落枝によって人身又は建物に危害が及ぶ危険

性の高い場合における危険防止に必要な最小限

度のやむを得ない程度の伐採をいう。

（３）�木竹の伐採が、法第125条第１項ただし書

の維持の措置である場合には、許可を要しない。

８ 令第５条第４項第１号チ関係

（１）�「保存のため必要な試験材料の採取」とは、

その保存を目的として史跡名勝天然記念物の現

状を適切に把握するために行われる土壌、植物、

鉱物等のサンプル採取をいう。

（２）�学術研究のために行われるものなど、史跡

名勝天然記念物の保存を目的としない試験材料

の採取については、本号による許可の事務の範

囲に含まれない。

９ 令第５条第４項第１号リ関係

（１）�「個体の保護のため必要な捕獲」とは、天

然記念物に指定された動物が傷ついている場合

や生命の危険にさらされている場合などに当該

動物の個体の安全を確保するため、やむを得ず

捕獲することをいう。

（２）�「生息状況の調査のため必要な捕獲」とは、

学術調査、公共事業の事前又は事後の環境影響

評価のための調査等のため、必要な最小限度の

やむを得ない程度の一時的な捕獲をいう。

（３）�「人の生命若しくは身体に対する危害の防

止のため必要な捕獲」とは、人の生命若しくは

身体に対する危害の防止の必要性が具体的に生

じている場合の捕獲をいい、財産に対する危害

を防止するための捕獲を含まない。

（４）�「捕獲」には、捕殺を含む。

（５）�「その他の組織の採取」には体毛及び羽毛

の採取を含む。

（６）�次の場合には、本号による許可の事務の範

囲に含まれない。

①�「捕獲」と「飼育」、「標識又は発信機の装着」

又は「血液その他の組織の採取」とが、許可の

事務を行う都道府県又は市の区域を超えて行わ

れる場合

②�「捕獲」、「捕獲及び飼育」、「捕獲及び標識又

は発信機の装着」又は「血液その他の組織の採取」

以外に、移動等天然記念物に指定された動物に

対する他の現状変更等を併せて行う場合

（７）�「標識又は発信機の装着」については、標

識又は発信機の大きさ、材質又は装着の方法が

天然記念物に指定された動物に著しい影響を与

えるおそれがある場合には、許可をすることが

できない。

（８）�「血液その他の組織の採取」については、

その方法や量が天然記念物に指定された動物に

著しい影響を与えるおそれがある場合には、許

可をすることができない。

10 令第５条第４項第１号ヌ関係

（１）�「動物園」又は「水族館」とは、博物館法（昭

和26年法律第285号）第10条の規定により登

録を受けた博物館、同法第29条の規定により指

定された博物館に相当する施設又はそれ以外の

公益社団法人日本動物園水族館協会の正会員で

ある動物園又は水族館をいう。

（２）�本号による譲受け又は借受けの許可の場合

には、天然記念物に指定された動物の譲渡若し

くは貸出しを行う動物園又は水族館においては、

当該譲渡又は貸出しについての許可を受けるこ

とを要しない。

（３）�天然記念物に指定された動物の輸出につい

ては、法第125条第１項の規定による文化庁長

官の許可を要する。

11 令第５条第４項第１号ル関係

天然記念物に指定された鳥類で、電柱に巣を作

るものとしては、例えば、天然記念物カササギ

生息地におけるカササギがある。

12 令第６条第２項第１条イ及びロ関係

令第６条第２項第１号イ及びロに掲げる現状変

更等については、１から11までの基準を準用す

る。

Ⅲ その他

この裁定は、平成31年４月１日から適用する。
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建築基準法（抜粋）

制定年月日：昭和25年５月24日

番号：法律第201号

最終改正年月日：令和３年８月26日（法律第

44号）

第一章　総則

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第六条　建築主は、第一号から第三号までに掲

げる建築物を建築しようとする場合(増築しよ

うとする場合においては、建築物が増築後にお

いて第一号から第三号までに掲げる規模のもの

となる場合を含む。)、これらの建築物の大規模

の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする

場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようと

する場合においては、当該工事に着手する前に、

その計画が建築基準関係規定(この法律並びに

これに基づく命令及び条例の規定(以下「建築

基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、

構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基

づく命令及び条例の規定で政令で定めるものを

いう。以下同じ。)に適合するものであること

について、確認の申請書を提出して建築主事の

確認を受け、確認済証の交付を受けなければな

らない。当該確認を受けた建築物の計画の変更

(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を

して、第一号から第三号までに掲げる建築物を

建築しようとする場合(増築しようとする場合

においては、建築物が増築後において第一号か

ら第三号までに掲げる規模のものとなる場合を

含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若し

くは大規模の模様替をしようとする場合又は第

四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、

同様とする。

一　別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特

殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の

合計が二百平方メートルを超えるもの

二　木造の建築物で三以上の階数を有し、又は

延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メー

トル若しくは軒の高さが九メートルを超えるも

の

三　木造以外の建築物で二以上の階数を有し、

又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四　前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計

画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道

府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴

いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平

成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準

景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)

内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴い

てその区域の全部若しくは一部について指定す

る区域内における建築物

２　前項の規定は、防火地域及び準防火地域外

において建築物を増築し、改築し、又は移転し

ようとする場合で、その増築、改築又は移転に

係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内

であるときについては、適用しない。

３　建築主事は、第一項の申請書が提出された

場合において、その計画が次の各号のいずれか

に該当するときは、当該申請書を受理すること

ができない。

一　建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、

第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しく

は第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の

二第三項の規定に基づく条例の規定に違反する

とき。

二　構造設計一級建築士以外の一級建築士が建

築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計

を行つた場合において、当該建築物が構造関係

規定に適合することを構造設計一級建築士が確

認した構造設計によるものでないとき。

三　設備設計一級建築士以外の一級建築士が建

築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計

を行つた場合において、当該建築物が設備関係

規定に適合することを設備設計一級建築士が確

認した設備設計によるものでないとき。

４　建築主事は、第一項の申請書を受理した場

合においては、同項第一号から第三号までに係

るものにあつてはその受理した日から三十五日

以内に、同項第四号に係るものにあつてはその

受理した日から七日以内に、申請に係る建築物

の計画が建築基準関係規定に適合するかどうか

を審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係

規定に適合することを確認したときは、当該申

請者に確認済証を交付しなければならない。

５　建築主事は、前項の場合において、申請に

係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計

算適合性判定を要するものであるときは、建築

主から同条第七項の適合判定通知書又はその写

しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定に

よる確認をすることができる。

６　建築主事は、第四項の場合(申請に係る建

築物の計画が第六条の三第一項の特定構造計算
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基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める

基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法

によるものによつて確かめられる安全性を有す

ることに係る部分に限る。)に適合するかどう

かを審査する場合その他国土交通省令で定める

場合に限る。)において、第四項の期間内に当

該申請者に第一項の確認済証を交付することが

できない合理的な理由があるときは、三十五日

の範囲内において、第四項の期間を延長するこ

とができる。この場合においては、その旨及び

その延長する期間並びにその期間を延長する理

由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請

者に交付しなければならない。

７　建築主事は、第四項の場合において、申請

に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合

しないことを認めたとき、又は建築基準関係規

定に適合するかどうかを決定することができな

い正当な理由があるときは、その旨及びその理

由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定

により第四項の期間を延長した場合にあつては、

当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しな

ければならない。

８　第一項の確認済証の交付を受けた後でなけ

れば、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は

大規模の模様替の工事は、することができない。

９　第一項の規定による確認の申請書、同項の

確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様

式は、国土交通省令で定める。

第三章　都市計画区域等における建築物の敷地、

構造、建築設備及び用途

第二節　建築物又はその敷地と道路又は壁面線

との関係等

(敷地等と道路との関係)

第四十三条　建築物の敷地は、道路(次に掲げ

るものを除く。第四十四条第一項を除き、以下

同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一　自動車のみの交通の用に供する道路

二　地区計画の区域(地区整備計画が定められ

ている区域のうち都市計画法第十二条の十一の

規定により建築物その他の工作物の敷地として

併せて利用すべき区域として定められている区

域に限る。)内の道路

２　前項の規定は、次の各号のいずれかに該当

する建築物については、適用しない。

一　その敷地が幅員四メートル以上の道(道路

に該当するものを除き、避難及び通行の安全上

必要な国土交通省令で定める基準に適合するも

のに限る。)に二メートル以上接する建築物の

うち、利用者が少数であるものとしてその用途

及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適

合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二　その敷地の周囲に広い空地を有する建築物

その他の国土交通省令で定める基準に適合する

建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火

上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の

同意を得て許可したもの

３　地方公共団体は、次の各号のいずれかに該

当する建築物について、その用途、規模又は位

置の特殊性により、第一項の規定によつては避

難又は通行の安全の目的を十分に達成すること

が困難であると認めるときは、条例で、その敷

地が接しなければならない道路の幅員、その敷

地が道路に接する部分の長さその他その敷地又

は建築物と道路との関係に関して必要な制限を

付加することができる。

一　特殊建築物

二　階数が三以上である建築物

三　政令で定める窓その他の開口部を有しない

居室を有する建築物

四　延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物が

ある場合にあつては、その延べ面積の合計。次

号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)

が千平方メートルを超える建築物

五　その敷地が袋路状道路(その一端のみが他

の道路に接続したものをいう。)にのみ接する

建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超

えるもの(一戸建ての住宅を除く。)

第三節　建築物の用途

第四十八条　14　第一種低層住居専用地域、第

二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用

地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居

地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、

工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」

と総称する。)の指定のない区域(都市計画法

第七条第一項に規定する市街化調整区域を除

く。)内においては、別表第二(か)項に掲げ

る建築物は、建築してはならない。ただし、特

定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な

土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない

と認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可
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した場合においては、この限りでない。

別表第二　用途地域等内の建築物の制限

（か）用途地域の指定のない区域(都市計画法第

七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)

内に建築してはならない建築物

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイト

クラブその他これに類する用途で政令で定める

もの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬

投票券発売所、場外車券売場その他これらに類

する用途で政令で定めるものに供する建築物で

その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場

又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客

席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方

メートルを超えるもの

都市計画法（抜粋）

制定年月日：昭和43年６月15日

番号：法律第100号

最終改正年月日：令和３年５月10日（法律第

31号）

第三章　都市計画制限等

第一節　開発行為等の規制

(開発行為の許可)

第二十九条　都市計画区域又は準都市計画区域

内において開発行為をしようとする者は、あら

かじめ、国土交通省令で定めるところにより、

都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律

第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指

定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項

の中核市(以下「指定都市等」という。)の区

域内にあつては、当該指定都市等の長。以下こ

の節において同じ。)の許可を受けなければな

らない。ただし、次に掲げる開発行為については、

この限りでない。

一　市街化区域、区域区分が定められていない

都市計画区域又は準都市計画区域内において行

う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の

区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

二　市街化調整区域、区域区分が定められてい

ない都市計画区域又は準都市計画区域内におい

て行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の

用に供する政令で定める建築物又はこれらの業

務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の

用に供する目的で行うもの

三　駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、

変電所その他これらに類する公益上必要な建築

物のうち開発区域及びその周辺の地域における

適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図

る上で支障がないものとして政令で定める建築

物の建築の用に供する目的で行う開発行為

四　都市計画事業の施行として行う開発行為

五　土地区画整理事業の施行として行う開発行

為

六　市街地再開発事業の施行として行う開発行

為

七　住宅街区整備事業の施行として行う開発行

為

八　防災街区整備事業の施行として行う開発行

為

九　公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)

第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、

まだ同法第二十二条第二項の告示がないものに

おいて行う開発行為

十　非常災害のため必要な応急措置として行う

開発行為

十一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行

為で政令で定めるもの

消防水利の基準（抜粋）

制定年月日：昭和39年12月10日

番号：消防庁告示第７号

最終改正年月日：平成26年10月31日（消防庁

告示第29号）

第三条　消防水利は、常時貯水量が四十立方メー

トル以上又は取水可能水量が毎分一立方メート

ル以上で、かつ、連続四十分以上の給水能力を

有するものでなければならない。

２　消火栓は、呼称六十五の口径を有するもの

で、直径百五十ミリメートル以上の管に取り付

けられていなければならない。ただし、管網の

一辺が百八十メートル以下となるように配管さ

れている場合は、七十五ミリメートル以上とす

ることができる。

３　私設消火栓の水源は、五個の私設消火栓を

同時に開弁したとき、第一項に規定する給水能

力を有するものでなければならない。

第四条　消防水利は、市街地(消防力の整備指

針(平成十二年消防庁告示第一号)第二条第一

号に規定する市街地をいう。以下本条において

同じ。)又は準市街地(消防力の整備指針第二

条第二号に規定する準市街地をいう。以下本条

において同じ。)の防火対象物から一の消防水
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利に至る距離が、別表に掲げる数値以下となる

ように設けなければならない。

２　市街地又は準市街地以外の地域で、これに

準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対

象物から一の消防水利に至る距離が、百四十メー

トル以下となるように設けなければならない。

３　前二項の規定に基づき配置する消防水利は、

消火栓のみに偏することのないように考慮しな

ければならない。

４　第一項及び第二項の規定に基づき消防水利

を配置するに当たっては、大規模な地震が発生

した場合の火災に備え、耐震性を有するものを、

地域の実情に応じて、計画的に配置するものと

する。

第六条　消防水利は、次の各号に適合するもの

でなければならない。

一　地盤面からの落差が四・五メートル以下で

あること。

二　取水部分の水深が〇・五メートル以上であ

ること。

三　消防ポンプ自動車が容易に部署できること。

四　吸管投入孔のある場合は、その一辺が〇・

六メートル以上又は直径が〇・六メートル以上

であること。

第七条　消防水利は、常時使用しうるように管

理されていなければならない。

景観法（抜粋）

制定年月日：平成16年６月18日

番号：法律第110号

最終改正年月日：平成30年５月18日（法律第

23号）

第二章　景観計画及びこれに基づく措置

第二節　行為の規制等

(届出及び勧告等)

第十六条　景観計画区域内において、次に掲げ

る行為をしようとする者は、あらかじめ、国土

交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景

観行政団体の条例。以下この条において同じ。)

で定めるところにより、行為の種類、場所、設

計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省

令で定める事項を景観行政団体の長に届け出な

ければならない。

一　建築物の新築、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

又は色彩の変更(以下「建築等」という。)

二　工作物の新設、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

又は色彩の変更(以下「建設等」という。)

三　都市計画法第四条第十二項に規定する開発

行為その他政令で定める行為

四　前三号に掲げるもののほか、良好な景観の

形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景

観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為

２　前項の規定による届出をした者は、その届

出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事

項を変更しようとするときは、あらかじめ、そ

の旨を景観行政団体の長に届け出なければなら

ない。

３　景観行政団体の長は、前二項の規定による

届出があった場合において、その届出に係る行

為が景観計画に定められた当該行為についての

制限に適合しないと認めるときは、その届出を

した者に対し、その届出に係る行為に関し設計

の変更その他の必要な措置をとることを勧告す

ることができる。

４　前項の勧告は、第一項又は第二項の規定に

よる届出のあった日から三十日以内にしなけれ

ばならない。

５　前各項の規定にかかわらず、国の機関又は

地方公共団体が行う行為については、第一項の

届出をすることを要しない。この場合において、

当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出

を要する行為をしようとするときは、あらかじ

め、景観行政団体の長にその旨を通知しなけれ

ばならない。

６　景観行政団体の長は、前項後段の通知があっ

た場合において、良好な景観の形成のため必要

があると認めるときは、その必要な限度におい

て、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景

観計画に定められた当該行為についての制限に

適合するようとるべき措置について協議を求め

ることができる。

７　次に掲げる行為については、前各項の規定

は、適用しない。

一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

で政令で定めるもの

二　非常災害のため必要な応急措置として行う

行為

三　景観重要建造物について、第二十二条第一

項の規定による許可を受けて行う行為

四　景観計画に第八条第二項第四号ロに掲げる
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事項が定められた景観重要公共施設の整備とし

て行う行為

五　景観重要公共施設について、第八条第二項

第四号ハ（１）から（２）までに規定する許可

(景観計画にその基準が定められているものに

限る。)を受けて行う行為

六　第五十五条第二項第一号の区域内の農用地

区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条

第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)

内において同法第十五条の二第一項の許可を受

けて行う同項に規定する開発行為

七　国立公園又は国定公園の区域内において、

第八条第二項第四号ホに規定する許可(景観計

画にその基準が定められているものに限る。)

を受けて行う行為

八　第六十一条第一項の景観地区(次号におい

て「景観地区」という。)内で行う建築物の建

築等

九　景観計画に定められた工作物の建設等の制

限の全てについて第七十二条第二項の景観地区

工作物制限条例による制限が定められている場

合における当該景観地区内で行う工作物の建設

等

十　地区計画等(都市計画法第四条第九項に規

定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域(地

区整備計画(同法第十二条の五第二項第一号に

規定する地区整備計画をいう。第七十六条第一

項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(密

集市街地における防災街区の整備の促進に関す

る法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条

第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計

画をいう。第七十六条第一項において同じ。)、

防災街区整備地区整備計画(同法第三十二条第

二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計

画をいう。第七十六条第一項において同じ。)、

歴史的風致維持向上地区整備計画(地域におけ

る歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平

成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一

号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画

をいう。第七十六条第一項において同じ。)、沿

道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関す

る法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条

第二項第一号に規定する沿道地区整備計画をい

う。第七十六条第一項において同じ。)又は集

落地区整備計画(集落地域整備法(昭和六十二

年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集

落地区整備計画をいう。第七十六条第一項にお

いて同じ。)が定められている区域に限る。)内

で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、

改築又は増築その他の政令で定める行為

十一　その他政令又は景観行政団体の条例で定

める行為

(変更命令等)

第十七条　景観行政団体の長は、良好な景観の

形成のために必要があると認めるときは、特定

届出対象行為(前条第一項第一号又は第二号の

届出を要する行為のうち、当該景観行政団体の

条例で定めるものをいう。第七項及び次条第一

項において同じ。)について、景観計画に定め

られた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適

合しないものをしようとする者又はした者に対

し、当該制限に適合させるため必要な限度にお

いて、当該行為に関し設計の変更その他の必要

な措置をとることを命ずることができる。この

場合においては、前条第三項の規定は、適用し

ない。

２　前項の処分は、前条第一項又は第二項の届

出をした者に対しては、当該届出があった日か

ら三十日以内に限り、することができる。

３　第一項の処分は、前条第一項又は第二項の

届出に係る建築物若しくは工作物又はこれらの

部分の形態意匠が政令で定める他の法令の規定

により義務付けられたものであるときは、当該

義務の履行に支障のないものでなければならな

い。

４　景観行政団体の長は、前条第一項又は第二

項の届出があった場合において、実地の調査を

する必要があるとき、その他第二項の期間内に

第一項の処分をすることができない合理的な理

由があるときは、九十日を超えない範囲でその

理由が存続する間、第二項の期間を延長するこ

とができる。この場合においては、同項の期間

内に、前条第一項又は第二項の届出をした者に

対し、その旨、延長する期間及び延長する理由

を通知しなければならない。

５　景観行政団体の長は、第一項の処分に違反

した者又はその者から当該建築物又は工作物に

ついての権利を承継した者に対して、相当の期

限を定めて、景観計画に定められた建築物又は

工作物の形態意匠の制限に適合させるため必要
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な限度において、その原状回復を命じ、又は原

状回復が著しく困難である場合に、これに代わ

るべき必要な措置をとることを命ずることがで

きる。

６　前項の規定により原状回復又はこれに代わ

るべき必要な措置(以下この条において「原状

回復等」という。)を命じようとする場合にお

いて、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき

者を確知することができないときは、景観行政

団体の長は、その者の負担において、当該原状

回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは

委任した者にこれを行わせることができる。こ

の場合においては、相当の期限を定めて、当該

原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当

該原状回復等を行わないときは、景観行政団体

の長又はその命じた者若しくは委任した者が当

該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなけ

ればならない。

７　景観行政団体の長は、第一項の規定の施行

に必要な限度において、同項の規定により必要

な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該

措置の実施状況その他必要な事項について報告

をさせ、又は景観行政団体の職員に、当該建築

物の敷地若しくは当該工作物の存する土地に立

ち入り、特定届出対象行為の実施状況を検査さ

せ、若しくは特定届出対象行為が景観に及ぼす

影響を調査させることができる。

８　第六項の規定により原状回復等を行おうと

する者及び前項の規定により立入検査又は立入

調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係人の請求があった場合においては、こ

れを提示しなければならない。

９　第七項の規定による立入検査又は立入調査

の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。

北上市景観条例（抜粋）

制定年月日：平成21年９月30日

番号：法律第18号

最終改正年月日：平成30年12月１日（法律第

26号）

第３章　行為の届出等

(届出を要する行為)

第７条　法第16条第１項第４号の条例で定める

届出を要する行為は、次に掲げる行為とする。

（１）　土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採そ

の他の土地の形質の変更

（２）　屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処

理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137

号)第２条第１項に規定する廃棄物をいう。)、

再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法

律(平成３年法律第48号)第２条第４項に規定

する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

（３）　木竹の伐採(景観形成強化区域内におい

て行われるものに限る。)

(行為の届出等)

第８条　法第16条第１項又は第２項により届出

を要する行為を行おうとする者は、当該行為の

着手する30日前までに、規則で定めるところに

より、図書を添付して市長に届け出なければな

らない。

２　市長は、前項に規定する届出が景観計画に

定められた当該行為についての制限に適合する

と認めるときは、その届出をした者に対し、そ

の旨を通知するものとする。

(事前協議)

第９条　前条に規定する届出をしようとする者

は、当該届出に先立ち、市長に対して、当該届

出を要する行為について協議及び技術的助言を

求めることができる。

２　市長は、前項に規定する求めがあった場合

は、これに応じなければならない。

(届出を要しない行為)

第10条　法第16条第７項第11号の条例で定め

る届出を要しない行為は、次に掲げる行為のう

ち、規則で定めるものとする。

（１）　法第16条第１項第１号から第３号までに

掲げる行為

（２）　第７条に掲げる行為

(特定届出対象行為)

第11条　法第17条第１項の条例で定める特定

届出対象行為は、法第16条第１項第１号及び第

２号に規定する行為のうち、同条第７項各号に

掲げる届出を要しない行為を除いた行為とする。

(助言及び指導)

第12条　市長は、景観形成を推進するために必

要があると認めるときは、第８条に規定する届

出をした者に対し、当該届出に係る行為につい

て、必要な助言又は指導をすることができる。

(勧告及び変更命令等の手続)

第13条　市長は、法第16条第３項に規定する

勧告又は法第17条第１項若しくは第５項に規定
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する命令をしようとするときは、審議会の意見

を聴かなければならない。

(公表)

第14条　市長は、前条の勧告を受けた者が正当

な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧

告を受けた者の住所、氏名(法人にあっては名

称及び代表者の氏名)及びその内容を公表する

ことができる。

２　市長は、前項に規定する公表をしようとす

るときは、あらかじめ当該公表の対象となる者

に意見を述べる機会を与えるとともに、審議会

の意見を聴かなければならない。

(行為の完了等の届出等)

第15条　第８条に規定する届出をした者は、当

該届出に係る行為が完了したとき、又は中止し

たときは、規則で定めるところにより、速やか

にその旨を市長に届け出なければならない。

２　市長は、前項に規定する届出があったとき、

その他必要があると認めるときは、当該行為が

景観計画に定められた制限に適合しているかど

うかについて確認しなければならない。

３　市長は、前項に規定する確認に関し必要が

あると認めるときは、職員に、当該行為に係る

敷地に立ち入り、当該行為の実施状況を検査さ

せることができる。

４　前項に規定する立入検査をする職員は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求が

あった場合においては、これを提示しなければ

ならない。

５　第３項の規定による立入検査又は立入調査

の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。

北上市景観規則（抜粋）

制定年月日：平成21年９月30日

番号：規則第16号

最終改正年月日：令和２年２月10日（法律第６号）

(行為の届出)

第４条　条例第8条第１項に規定する届出は、

法第16条第１項に規定する行為にあっては北上

市景観計画区域内における行為届出書(様式第

１号)により、同条第２項に規定する行為にあっ

ては北上市景観計画区域内における行為変更届

出書(様式第２号)により行うものとする。

２　前項の届出書には、別表第１に掲げる図書

を添付しなければならない。ただし、行為の規

模が大きいため、別表第１に掲げる縮尺の図書

によっては適切に表示できない場合には、当該

行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺

の図書をもって、これらの図書に替えることが

できる。

３　市長は、前項に規定する図書のほか、必要

と認める図書の提出を求めることができる。

４　第２項の規定にかかわらず、市長は、別表

第１に掲げる図書の添付の必要がないと認める

ときは、これを省略させることができる。

５　条例第８条第２項に規定する通知は、行為

の届出にあっては様式第１号により、変更の届

出にあっては様式第２号によるものとする。

(届出を要しない行為)

第５条　条例第10条の規則で定めるものは、別

表第２に掲げるとおりとする。

岩手県屋外広告物条例（抜粋）

制定年月日：昭和46年12月22日

番号：条例44号

最終改正年月日：令和２年12月14日（条例第

58号）

第１章　総則

（定義）

第２条　この条例において「屋外広告物」とは、

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示

されるものであって、看板、立看板、はり紙及

びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の

工作物等に掲出され、又は表示されたもの並び

にこれらに類するものをいう。

第２章　広告物及び広告物を掲出する物件の禁

止又は制限

（表示等の許可）

第６条　広告物を表示し、又は広告物を掲出す

る物件を設置しようとする者は、規則で定める

ところにより、知事の許可を受けなければなら

ない。

２　知事は、前項の規定による許可の申請に係

る広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示

の方法又は広告物を掲出する物件の形状その他

設置の方法が、次に掲げる当該広告物を表示し、

又は広告物を掲出する物件を設置しようとする

地域又は場所の区分に応じ規則で定める基準に

適合しないと認めるときは、同項の規定による

許可をしてはならない。

（１）　良好な景観を形成し、若しくは風致を維
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持すること又は公衆に対する危害を防止するこ

とが特に必要な地域又は場所である次のいずれ

かに該当する地域又は場所

ア　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第

27条又は第78条第１項の規定に基づき重要文化

財若しくは国宝又は重要有形民俗文化財に指定

された建造物の周囲で知事が定める範囲内にあ

る地域、同法第109条第１項若しくは第110条

第１項の規定に基づき史跡名勝天然記念物に指

定され、若しくは仮指定され、又は同法第109

条第２項の規定に基づき特別史跡名勝天然記念

物に指定された地域及びその周囲で知事が定め

る範囲内にある地域、同法第134条第１項の規

定に基づき選定された重要文化的景観並びに同

法第143条第２項の規定に基づく条例の規定に

より定められた伝統的建造物群保存地区

３　第１項の規定にかかわらず、次に掲げる広

告物又は広告物を掲出する物件は、規則で定め

るところにより、あらかじめ知事に届出をして

表示し、又は設置することができる。

（１）　国又は地方公共団体が公共的目的をもっ

て表示する広告物又はこれを掲出する物件

（２）　指定団体が公共的目的をもって表示する

広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定め

る基準に適合するもの

（適用除外）

第７条　次に掲げる広告物又は広告物を掲出す

る物件については、前２条の規定は、適用しない。

（１）　法令の規定により表示する広告物又はこ

れを掲出する物件

（２）　国又は地方公共団体が公共的目的をもっ

て官公署の庁舎等若しくはその敷地内に表示す

る広告物若しくはこれを掲出する物件又は自己

の管理する土地に管理上の必要に基づき表示す

る広告物若しくはこれを掲出する物件

（３）　指定団体が公共的目的をもって当該団体

の施設等若しくはその敷地内に表示する広告物

若しくはこれを掲出する物件又は自己の管理す

る土地に管理上の必要に基づき表示する広告物

若しくはこれを掲出する物件で、規則で定める

基準に適合するもの

２　次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物

件については、前条第１項の規定は、適用しない。

（５）　地方公共団体が公共的目的をもって設置

する掲示板に表示する広告物で、規則で定める

基準に適合するもの

（許可の期間及び条件）

第８条　知事は、第５条第３項、第６条第１項

又は前条の規定による許可をする場合において

は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形

成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対す

る危害を防止するため必要な条件を付すること

ができる。

２　前項の規定に基づく許可の期間は、３年を

超えることができない。

３　知事は、申請に基づき、許可の期間を更新

することができる。この場合においては、前２

項の規定を準用する。

（変更等の許可）

第９条　第５条第３項、第６条第１項又は第７

条の２の規定による許可を受けた者は、当該許

可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を変

更し、又は改造しようとするとき（規則で定め

る軽易な変更又は改造をしようとするときを除

く。）は、規則で定めるところにより、知事の許

可を受けなければならない。

２　前項の規定による許可に係る広告物又は広

告物を掲出する物件が、第５条第３項又は第６

条第１項の規定による許可に係るものであると

きは同条第２項（第５条第６項において準用す

る場合を含む。）の規定を、第７条の２の規定に

基づく許可に係るものであるときは同条の規定

を準用する。

３　第１項の規定による許可には、良好な景観

を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に

対する危害を防止するため必要な条件を付する

ことができる。

（許可の表示）

第10条　知事は、この条例の規定による許可を

したときは、規則で定めるところにより、許可

した旨の押印もしくは打刻印をし、又は証票を

交付しなければならない。

２　前項の規定に基づき証票の交付を受けた者

は、これを規則で定めるところにより、広告物

又は広告物を掲出する物件に表示しなければな

らない。

（管理義務）

第13条の３　広告物を表示し、若しくは広告物

を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理

する者は、当該広告物又は広告物を掲出する物

件の劣化及び損傷の状況を確認し、補修、除却

その他必要な管理を怠らないようにし、良好な
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状態に保持しなければならない。

（点検）

第13条の４　広告物を表示し、若しくは広告物

を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理

する者は、規則で定めるところにより、当該広

告物又は広告物を掲出する物件の本体、接合部、

支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をしな

ければならない。ただし、規則で定める広告物

又は広告物を掲出する物件については、この限

りでない。

２　前項本文の場合において、同項本文の広告

物又は広告物を掲出する物件が規則で定める広

告物又は広告物を掲出する物件であるときは、

建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第１

項に規定する建築士の資格を有する者その他規

則で定める者に点検させなければならない。

農業振興地域の整備に関する法律（抜粋）

制定年月日：昭和44年７月１日

番号：法律第58号

最終改正年月日：令和元年５月24日（法律第

12号）

第四章　農業振興地域整備計画

(農業振興地域整備計画の変更)

第十三条　２　前項の規定による農業振興地域

整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に

供することを目的として農用地区域内の土地を

農用地区域から除外するために行う農用地区域

の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場

合に限り、することができる。

一　当該農業振興地域における農用地区域以外

の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更

に係る土地を農用地等以外の用途に供すること

が必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区

域内の土地をもつて代えることが困難であると

認められること。

二　当該変更により、農用地区域内における農

用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農

業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす

おそれがないと認められること。

三　当該変更により、農用地区域内における効

率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農

用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがない

と認められること。

四　当該変更により、農用地区域内の第三条第

三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれ

がないと認められること。

五　当該変更に係る土地が第十条第三項第二号

に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該

土地が、農業に関する公共投資により得られる

効用の確保を図る観点から政令で定める基準に

適合していること。

第五章　土地利用に関する措置

(農用地区域内における開発行為の制限)

第十五条の二　農用地区域内において開発行為

(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質

の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築

若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようと

する者は、あらかじめ、農林水産省令で定める

ところにより、都道府県知事(農用地の農業上

の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策

の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する

市町村(以下この条において「指定市町村」と

いう。)の区域内にあつては、指定市町村の長。

以下「都道府県知事等」という。)の許可を受

けなければならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する行為については、この限りでな

い。

一　国又は地方公共団体が、道路、農業用用排

水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必

要性が高いと認められる施設であつて農林水産

省令で定めるものの用に供するために行う行為

(国及び地方公共団体の責務)

第十六条　国及び地方公共団体は、農用地利用

計画を尊重して、農用地区域内にある土地の農

業上の利用が確保されるように努めなければな

らない。

農地法（抜粋）

制定年月日：昭和27年７月15日

番号：法律第229号

最終改正年月日：令和元年５月24日（法律第

12号）

第二章　権利移動及び転用の制限等

（農地の転用の制限）

第四条　農地を農地以外のものにする者は、都

道府県知事（農地又は採草放牧地の農業上の効

率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実

施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町

村（以下「指定市町村」という。）の区域内にあ

つては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」

という。）の許可を受けなければならない。ただ
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し、次の各号のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。

一　次条第一項の許可に係る農地をその許可に

係る目的に供する場合

二　国又は都道府県等（都道府県又は指定市町

村をいう。以下同じ。）が、道路、農業用用排水

施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要

性が高いと認められる施設であつて農林水産省

令で定めるものの用に供するため、農地を農地

以外のものにする場合

三　農業経営基盤強化促進法第十九条の規定に

よる公告があつた農用地利用集積計画の定める

ところによつて設定され、又は移転された同法

第四条第三項第一号の権利に係る農地を当該農

用地利用集積計画に定める利用目的に供する場

合

四　農地中間管理事業の推進に関する法律第

十八条第七項の規定による公告があつた農用地

利用配分計画の定めるところによつて設定され、

又は移転された賃借権又は使用貸借による権利

に係る農地を当該農用地利用配分計画に定める

利用目的に供する場合

五　特定農山村地域における農林業等の活性化

のための基盤整備の促進に関する法律第九条第

一項の規定による公告があつた所有権移転等促

進計画の定めるところによつて設定され、又は

移転された同法第二条第三項第三号の権利に係

る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利

用目的に供する場合

六　農山漁村の活性化のための定住等及び地域

間交流の促進に関する法律第八条第一項の規定

による公告があつた所有権移転等促進計画の定

めるところによつて設定され、又は移転された

同法第五条第八項の権利に係る農地を当該所有

権移転等促進計画に定める利用目的に供する場

合

七　土地収用法その他の法律によつて収用し、

又は使用した農地をその収用又は使用に係る目

的に供する場合

八　市街化区域（都市計画法（昭和四十三年法

律第百号）第七条第一項の市街化区域と定めら

れた区域（同法第二十三条第一項の規定による

協議を要する場合にあつては、当該協議が調つ

たものに限る。）をいう。）内にある農地を、政

令で定めるところによりあらかじめ農業委員会

に届け出て、農地以外のものにする場合

九　その他農林水産省令で定める場合

２　前項の許可を受けようとする者は、農林水

産省令で定めるところにより、農林水産省令で

定める事項を記載した申請書を、農業委員会を

経由して、都道府県知事等に提出しなければな

らない。

３　農業委員会は、前項の規定により申請書の

提出があつたときは、農林水産省令で定める期

間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県

知事等に送付しなければならない。

４　農業委員会は、前項の規定により意見を述

べようとするとき（同項の申請書が同一の事業

の目的に供するため三十アールを超える農地を

農地以外のものにする行為に係るものであると

きに限る。）は、あらかじめ、農業委員会等に

関する法律（昭和二十六年法律第八十八号）第

四十三条第一項に規定する都道府県機構（以下

「都道府県機構」という。）の意見を聴かなけれ

ばならない。ただし、同法第四十二条第一項の

規定による都道府県知事の指定がされていない

場合は、この限りでない。

５　前項に規定するもののほか、農業委員会は、

第三項の規定により意見を述べるため必要があ

ると認めるときは、都道府県機構の意見を聴く

ことができる。

６　第一項の許可は、次の各号のいずれかに該

当する場合には、することができない。ただし、

第一号及び第二号に掲げる場合において、土地

収用法第二十六条第一項の規定による告示（他

の法律の規定による告示又は公告で同項の規定

による告示とみなされるものを含む。次条第二

項において同じ。）に係る事業の用に供するため

農地を農地以外のものにしようとするとき、第

一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関

する法律第八条第四項に規定する農用地利用計

画（以下単に「農用地利用計画」という。）にお

いて指定された用途に供するため農地以外のも

のにしようとするときその他政令で定める相当

の事由があるときは、この限りでない。

一　次に掲げる農地を農地以外のものにしよう

とする場合

イ　農用地区域（農業振興地域の整備に関する

法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域

をいう。以下同じ。）内にある農地

ロ　イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存

在する農地その他の良好な営農条件を備えてい
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る農地として政令で定めるもの（市街化調整区

域（都市計画法第七条第一項の市街化調整区域

をいう。以下同じ。）内にある政令で定める農地

以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。）

（１）　市街地の区域内又は市街地化の傾向が著

しい区域内にある農地で政令で定めるもの

（２）　（１）の区域に近接する区域その他市街地

化が見込まれる区域内にある農地で政令で定め

るもの

二　前号イ及びロに掲げる農地（同号ロ（１）

に掲げる農地を含む。）以外の農地を農地以外の

ものにしようとする場合において、申請に係る

農地に代えて周辺の他の土地を供することによ

り当該申請に係る事業の目的を達成することが

できると認められるとき。

三　申請者に申請に係る農地を農地以外のもの

にする行為を行うために必要な資力及び信用が

あると認められないこと、申請に係る農地を農

地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有

する者の同意を得ていないことその他農林水産

省令で定める事由により、申請に係る農地の全

てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その

他の当該申請に係る用途に供することが確実と

認められない場合

四　申請に係る農地を農地以外のものにするこ

とにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を

発生させるおそれがあると認められる場合、農

業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすお

それがあると認められる場合その他の周辺の農

地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがある

と認められる場合

五　申請に係る農地を農地以外のものにするこ

とにより、地域における効率的かつ安定的な農

業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支

障を及ぼすおそれがあると認められる場合その

他の地域における農地の農業上の効率的かつ総

合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある

と認められる場合として政令で定める場合

六　仮設工作物の設置その他の一時的な利用に

供するため農地を農地以外のものにしようとす

る場合において、その利用に供された後にその

土地が耕作の目的に供されることが確実と認め

られないとき。

７　第一項の許可は、条件を付けてすることが

できる。

８　国又は都道府県等が農地を農地以外のもの

にしようとする場合（第一項各号のいずれかに

該当する場合を除く。）においては、国又は都道

府県等と都道府県知事等との協議が成立するこ

とをもつて同項の許可があつたものとみなす。

９　都道府県知事等は、前項の協議を成立させ

ようとするときは、あらかじめ、農業委員会の

意見を聴かなければならない。

10　第四項及び第五項の規定は、農業委員会が

前項の規定により意見を述べようとする場合に

ついて準用する。

11　第一項に規定するもののほか、指定市町村

の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政

令で定める。

（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の

制限）

第五条　農地を農地以外のものにするため又は

採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除

く。次項及び第四項において同じ。）にするため、

これらの土地について第三条第一項本文に掲げ

る権利を設定し、又は移転する場合には、当事

者が都道府県知事等の許可を受けなければなら

ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合は、この限りでない。

一　国又は都道府県等が、前条第一項第二号の

農林水産省令で定める施設の用に供するため、

これらの権利を取得する場合

二　農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促

進法第十九条の規定による公告があつた農用地

利用集積計画に定める利用目的に供するため当

該農用地利用集積計画の定めるところによつて

同法第四条第三項第一号の権利が設定され、又

は移転される場合

三　農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の

推進に関する法律第十八条第七項の規定による

公告があつた農用地利用配分計画に定める利用

目的に供するため当該農用地利用配分計画の定

めるところによつて賃借権又は使用貸借による

権利が設定され、又は移転される場合

四　農地又は採草放牧地を特定農山村地域にお

ける農林業等の活性化のための基盤整備の促進

に関する法律第九条第一項の規定による公告が

あつた所有権移転等促進計画に定める利用目的

に供するため当該所有権移転等促進計画の定め

るところによつて同法第二条第三項第三号の権

利が設定され、又は移転される場合

五　農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化の
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ための定住等及び地域間交流の促進に関する法

律第八条第一項の規定による公告があつた所有

権移転等促進計画に定める利用目的に供するた

め当該所有権移転等促進計画の定めるところに

よつて同法第五条第八項の権利が設定され、又

は移転される場合

六　土地収用法その他の法律によつて農地若し

くは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用

され、又は使用される場合

七　前条第一項第八号に規定する市街化区域内

にある農地又は採草放牧地につき、政令で定め

るところによりあらかじめ農業委員会に届け出

て、農地及び採草放牧地以外のものにするため

これらの権利を取得する場合

八　その他農林水産省令で定める場合

２　前項の許可は、次の各号のいずれかに該当

する場合には、することができない。ただし、

第一号及び第二号に掲げる場合において、土地

収用法第二十六条第一項の規定による告示に係

る事業の用に供するため第三条第一項本文に掲

げる権利を取得しようとするとき、第一号イに

掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計

画において指定された用途に供するためこれら

の権利を取得しようとするときその他政令で定

める相当の事由があるときは、この限りでない。

一　次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三

条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする

場合

イ　農用地区域内にある農地又は採草放牧地

ロ　イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地

又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は

採草放牧地その他の良好な営農条件を備えてい

る農地又は採草放牧地として政令で定めるもの

（市街化調整区域内にある政令で定める農地又は

採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつて

は、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。）

（１）　市街地の区域内又は市街地化の傾向が著

しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で

定めるもの

（２）　（１）の区域に近接する区域その他市街地

化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧

地で政令で定めるもの

二　前号イ及びロに掲げる農地（同号ロ（１）

に掲げる農地を含む。）以外の農地を農地以外の

ものにするため第三条第一項本文に掲げる権利

を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲

げる採草放牧地（同号ロ（１）に掲げる採草放

牧地を含む。）以外の採草放牧地を採草放牧地以

外のものにするためこれらの権利を取得しよう

とする場合において、申請に係る農地又は採草

放牧地に代えて周辺の他の土地を供することに

より当該申請に係る事業の目的を達成すること

ができると認められるとき。

三　第三条第一項本文に掲げる権利を取得しよ

うとする者に申請に係る農地を農地以外のもの

にする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放

牧地以外のものにする行為を行うために必要な

資力及び信用があると認められないこと、申請

に係る農地を農地以外のものにする行為又は申

請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものに

する行為の妨げとなる権利を有する者の同意を

得ていないことその他農林水産省令で定める事

由により、申請に係る農地又は採草放牧地の全

てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その

他の当該申請に係る用途に供することが確実と

認められない場合

四　申請に係る農地を農地以外のものにするこ

と又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外

のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊

その他の災害を発生させるおそれがあると認め

られる場合、農業用用排水施設の有する機能に

支障を及ぼすおそれがあると認められる場合そ

の他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条

件に支障を生ずるおそれがあると認められる場

合

五　申請に係る農地を農地以外のものにするこ

と又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外

のものにすることにより、地域における効率的

かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又

は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそ

れがあると認められる場合その他の地域におけ

る農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総

合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある

と認められる場合として政令で定める場合

六　仮設工作物の設置その他の一時的な利用に

供するため所有権を取得しようとする場合

七　仮設工作物の設置その他の一時的な利用に

供するため、農地につき所有権以外の第三条第

一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合

においてその利用に供された後にその土地が耕

作の目的に供されることが確実と認められない

とき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取
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得しようとする場合においてその利用に供され

た後にその土地が耕作の目的若しくは主として

耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは

家畜の放牧の目的に供されることが確実と認め

られないとき。

八　農地を採草放牧地にするため第三条第一項

本文に掲げる権利を取得しようとする場合にお

いて、同条第二項の規定により同条第一項の許

可をすることができない場合に該当すると認め

られるとき。

３　第三条第五項及び第六項並びに前条第二項

から第五項までの規定は、第一項の場合に準用

する。この場合において、同条第四項中「申請

書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外

のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地

以外のもの（農地を除く。）にするためこれらの

土地について第三条第一項本文に掲げる権利を

取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外

のものにする行為」とあるのは「農地又はその

農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利

を取得するもの」と読み替えるものとする。

４　国又は都道府県等が、農地を農地以外のも

のにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外

のものにするため、これらの土地について第三

条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする

場合（第一項各号のいずれかに該当する場合を

除く。）においては、国又は都道府県等と都道府

県知事等との協議が成立することをもつて第一

項の許可があつたものとみなす。

５　前条第九項及び第十項の規定は、都道府県

知事等が前項の協議を成立させようとする場合

について準用する。この場合において、同条第

十項中「準用する」とあるのは、「準用する。こ

の場合において、第四項中「申請書が」とある

のは「申請書が、農地を農地以外のものにする

ため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農

地を除く。）にするためこれらの土地について第

三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為で

あつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」

とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放

牧地についてこれらの権利を取得するもの」と

読み替えるものとする」と読み替えるものとす

る。�

森林法（抜粋）

制定年月日：昭和26年６月26日

番号：法律第249号

最終改正年月日：令和２年６月10日（法律第

41号）

第二章　森林計画等

（開発行為の許可）

第十条の二　地域森林計画の対象となつている

民有林（第二十五条又は第二十五条の二の規定

により指定された保安林並びに第四十一条の規

定により指定された保安施設地区の区域内及び

海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第三条の

規定により指定された海岸保全区域内の森林を

除く。）において開発行為（土石又は樹根の採

掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、

森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を

勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。

以下同じ。）をしようとする者は、農林水産省令

で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受

けなければならない。ただし、次の各号の一に

該当する場合は、この限りでない。

一　国又は地方公共団体が行なう場合

二　火災、風水害その他の非常災害のために必

要な応急措置として行なう場合

三　森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすお

それが少なく、かつ、公益性が高いと認められ

る事業で農林水産省令で定めるものの施行とし

て行なう場合

２　都道府県知事は、前項の許可の申請があつ

た場合において、次の各号のいずれにも該当し

ないと認めるときは、これを許可しなければな

らない。

一　当該開発行為をする森林の現に有する土地

に関する災害の防止の機能からみて、当該開発

行為により当該森林の周辺の地域において土砂

の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそ

れがあること。

一の二　当該開発行為をする森林の現に有する

水害の防止の機能からみて、当該開発行為によ

り当該機能に依存する地域における水害を発生

させるおそれがあること。

二　当該開発行為をする森林の現に有する水源

のかん養の機能からみて、当該開発行為により

当該機能に依存する地域における水の確保に著

しい支障を及ぼすおそれがあること。

三　当該開発行為をする森林の現に有する環境
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の保全の機能からみて、当該開発行為により当

該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化

させるおそれがあること。

３　前項各号の規定の適用につき同項各号に規

定する森林の機能を判断するに当たつては、森

林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しな

ければならない。

４　第一項の許可には、条件を附することがで

きる。

５　前項の条件は、森林の現に有する公益的機

能を維持するために必要最小限度のものに限り、

かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課す

ることとなるものであつてはならない。

６　都道府県知事は、第一項の許可をしようと

するときは、都道府県森林審議会及び関係市町

村長の意見を聴かなければならない。

土壌汚染対策法（抜粋）

制定年月日：平成14年５月29日

番号：法律第53号

最終改正年月日：平成29年６月２日（法律第

45号）

第二章　土壌汚染状況調査

（土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行

われる場合の調査）

第四条　土地の形質の変更であって、その対象

となる土地の面積が環境省令で定める規模以上

のものをしようとする者は、当該土地の形質の

変更に着手する日の三十日前までに、環境省令

で定めるところにより、当該土地の形質の変更

の場所及び着手予定日その他環境省令で定める

事項を都道府県知事に届け出なければならない。

ただし、次に掲げる行為については、この限り

でない。

一　前条第一項ただし書の確認に係る土地につ

いての土地の形質の変更

二　軽易な行為その他の行為であって、環境省

令で定めるもの

三　非常災害のために必要な応急措置として行

う行為

２　前項に規定する者は、環境省令で定めると

ころにより、当該土地の所有者等の全員の同意

を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による

汚染の状況について、指定調査機関に前条第一

項の環境省令で定める方法により調査させて、

前項の規定による土地の形質の変更の届出に併

せて、その結果を都道府県知事に提出すること

ができる。

３　都道府県知事は、第一項の規定による土地

の形質の変更の届出を受けた場合において、当

該土地が特定有害物質によって汚染されている

おそれがあるものとして環境省令で定める基準

に該当すると認めるときは、環境省令で定める

ところにより、当該土地の土壌の特定有害物質

による汚染の状況について、当該土地の所有者

等に対し、指定調査機関に前条第一項の環境省

令で定める方法により調査させて、その結果を

報告すべきことを命ずることができる。ただし、

前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査

の結果の提出があった場合は、この限りでない。

電気事業法（抜粋）

制定年月日：昭和40年６月15日

番号：法律第206号

最終改正年月日：令和２年６月12日（法律第

49号）

第三章　電気工作物

第二節　事業用電気工作物

第一款　技術基準への適合

（事業用電気工作物の維持）

第三十九条　事業用電気工作物を設置する者は、

事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準

に適合するように維持しなければならない。

２　前項の主務省令は、次に掲げるところによ

らなければならない。

一　事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、

又は物件に損傷を与えないようにすること。

二　事業用電気工作物は、他の電気的設備その

他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与

えないようにすること。

三　事業用電気工作物の損壊により一般送配電

事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさない

ようにすること。

四　事業用電気工作物が一般送配電事業の用に

供される場合にあつては、その事業用電気工作

物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気

の供給に著しい支障を生じないようにすること。

電気設備に関する技術基準を定める省令（抜粋）

制定年月日：平成９年３月27日

番号：通商産業省令第52号

最終改正年月日：令和３年４月１日（経済産業
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省令第28号）

第二章　電気の供給のための電気設備の施設第

二節　他の電線、他の工作物等への危険の防止

（電線による他の工作物等への危険の防止）

第二十九条　電線路の電線又は電車線等は、他

の工作物又は植物と接近し、又は交さする場合

には、他の工作物又は植物を損傷するおそれが

なく、かつ、接触、断線等によって生じる感電

又は火災のおそれがないように施設しなければ

ならない。

道路法（抜粋）

制定年月日：昭和27年６月10日

番号：法律第180号

最終改正年月日：令和３年３月31日（法律第９号）

第三章　道路の管理

第四節　道路の保全等

（道路の維持又は修繕）

第四十二条　道路管理者は、道路を常時良好な

状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般

交通に支障を及ぼさないように努めなければな

らない。

２　道路の維持又は修繕に関する技術的基準そ

の他必要な事項は、政令で定める。

３　前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的

に行うための点検に関する基準を含むものでな

ければならない。

国指定史跡八天遺跡保存活用計画等策定委員会

要綱

制定年月日：令和２年３月16日

番号：教委告示第１号

最終改正年月日：令和２年３月16日（教委告示

第１号）

(設置)

第１　国指定史跡八天遺跡の保存活用計画及び

整備基本計画(以下「保存活用計画等」という。)

を策定するため、国指定史跡八天遺跡保存活用

計画等策定委員会(以下「委員会」という。)

を置く。

(所掌事項)

第２　委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

（１）　保存活用計画等の策定に関すること。

（２）　その他保存活用計画等に関すること。

(組織)

第３　委員会は、委員6人以内をもって組織し、

次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委

嘱する。

（１）　学識経験者

（２）　地域の代表者

（３）　その他教育長が必要と認める者

(任期)

第４　委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。

(委員長)

第５　委員会に委員長を置き、委員の互選とす

る。

２　委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

３　委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、あらかじめ委員長が指定する委員が

その職務を代理する。

(会議)

第６　委員会は、教育長が招集する。

３　委員会の議事は、出席した委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは委員長の決する

ところによる。

３　委員会は、会議のため必要があると認める

ときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見

を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求

めることができる。

(庶務)

第７　委員会の庶務は、教育委員会教育部文化

財課において処理する。

(補則)

第８　この告示に定めるもののほか、委員会の

運営について必要な事項は、教育長が別に定め

る。
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